
令和２年４月１日付け宮崎県教育委員会事務局等組織改正に伴う

訓令の廃止について

組織改正の内容

１ 高校総体推進課の廃止

南部九州高校総体に関する業務が令和元年度をもって終了し、その役割を終えたこ

とから、高校総体推進課を廃止する。

現 行

高校総体推進課

課 長 課長補佐 総務企画担当

競技・運営担当

改 正 後

高校総体推進課

（ 廃 止 ）

関連訓令の廃止

２ 高校総体推進課設置規程の廃止

上記組織改正に伴い、高校総体推進課設置規程（平成30年宮崎県教育委員会訓令第

５号）を別紙のとおり廃止する。

議題第４５号
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